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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

第１章 概要 

１ 策定趣旨 
 学校は、児童・生徒の健やかな心身を育成し、社会で自立して生きていくための基礎を

築く場所であり、様々な悩みを抱える子どもへの対応や、デジタル化の推進など、多様化

する教育課題に適応した環境を確保・充実していく必要があります。また、子どもを取り

巻く社会環境が大きく変化する中、学校・家庭・地域がさらに連携・協力していくことが

求められています。 

 

 全国的な傾向と同様に本市でも、児童・生徒数は、ピーク時の半数以下に減少しており、

学校施設の多くは、1970 年代から 1980 年代にかけて、児童・生徒数の増加にあわせて

集中的に整備されたため、施設の老朽化が進んでいます。 

 人口減少・少子化が急速に進行する中、国・地方ともに厳しい財政状況であることを踏

まえると、児童・生徒にとって、より良い教育環境を効果的かつ効率的に提供していくこ

とが重要であり、学校施設の老朽化への対応と一体的に検討を進める必要があります。 

 

 「平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（以下「基本方針」といいます。）」

は、これらの課題の解決に向けて、2040 年以降＊の社会を見据え、様々な社会情勢の変化

にも、子どもたちが柔軟に適応し、新しい時代の学びに効果的に取り組めるよう「未来の

礎を築く学校づくり」の実現を目指し、策定するものです。 

 基本方針は、平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針検討委員会における議論、

市立学校に通学する児童・生徒の保護者、勤務する教職員、市民の皆様を対象に実施した

アンケートやパブリックコメント手続でいただいた御意見を踏まえて策定しました。今後

も、この基本方針を多くの市民と共有し、将来にわたり児童・生徒が毎日充実した学校生

活が送れるよう、議論を深めていきます。 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

２ 平塚市の教育 

（１）目指す教育 

 本市の最上位計画である「平塚市総合計画～ひらつか VISION～（以下「総合計画」と

いいます。）」では、教育分野の施策として「子どもの学びを充実する」、「教育環境を

充実する」、「生涯学習や文化芸術活動を推進する」、「誰もが楽しめるスポーツを充実

する」ことを位置付けています。 

 また、「平塚市教育振興基本計画～奏プラン～（以下「奏プラン」といいます。）」で

掲げる基本理念は、本市の総合的な教育施策の目標や施策の根本となる方針としての「平

塚市教育大綱（以下「教育大綱」といいます。）」と連動し、方向性を共有していくこと

で、より一層の教育施策の推進を目指しています。 

 

【教育大綱・奏プランに掲げた基本理念や基本方針等】 

＜基本理念＞ 未来の礎を築く教育のまち平塚 

 

＜基本方針１＞ 確かな学力と豊かな心を育む教育環境の充実 
＜目指す姿＞ 

○自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せの

実現に向けて希望を持っています。 

○学校で学んだことが、明日、そして将来につながっており、社会に出たとき、明るい未

来の創り手となっています。 

 

＜基本方針２＞ 子どもの育ちを支援する環境の充実 
＜目指す姿＞ 

○一人一人の興味や関心、課題に応じた指導や支援の中で、子どもたちが自らの可能性を

感じ、未来へ向かって歩んでいます。 

○全ての学校で、事故を未然に防ぐ取組が実施されており、安全な施設の中で子どもたち

が学校生活を過ごしています。 

 

＜基本方針３＞ 文化芸術やスポーツ活動にふれあう環境の充実 

＜目指す姿＞ 

○生涯学習の環境や伝統芸能・芸術作品にふれる機会が充実している中、講座や地域での

体験活動において幅広い世代の人たちが学び・交流し合い、知識や技能を次の世代につ

なげています。 

○様々なスポーツ施設や体を気軽に動かす機会が存在し、だれもが、いつでも、どこでも

スポーツに親しんでおり、心身ともに健康で豊かな生活を送ることができています。 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

（２）教育の特色 

ア 協奏曲に見立てた教育 
 本市では、ふれあい教育や総合的な学習の時間の充実を目指しています。商業・工業・

農業・水産業がバランスよく調和した特色をいかして、市内企業での工場見学や職業体験

等、学校と地域社会が連携した取組を、学校教育に取り入れています。 

 また、子どもの知的好奇心や感性を育てることを目的に、東海大学湘南キャンパスにお

いて、実験教室等を行う「子ども大学ひらつか（奏アカデミー）」を開催しています。 

 さらに、サッカー・野球・バスケットボールのプロスポーツが市内でホームゲームを開

催しているほか、小学校巡回授業や全国トップレベルの各種目競技の指導者及び部員が中

学生を対象として指導するなど、子どもたちがトップスポーツ＊に触れる機会があります。 

 このように、学校・家庭・地域・行政・関係団体等の各独奏者（ソリスト）が、それぞ

れで活躍するだけではなく、対話を通し、連携・協働してオーケストラの「協奏曲」を奏

でるように様々な事業を展開しており、みんなが子どもたちの教育に関わっています。 

【本市の特色をいかした取組事例】 

 
平塚産食材を使った給食の 

提供と食育推進活動 

 
子ども大学ひらつか 
（奏アカデミー） 

 
中学生を対象とした 
スポーツフェスタ 

イ 学校教育と社会教育の連携 
 ほとんどの小学校区に設置されている公民館は、地域の方や様々な団体が「集い・学び・

交流する」施設で、各学校と連携し、児童・生徒が参加する様々な事業が行われており、

未来の担い手である子どもたちを育成する土壌が整っていることが、本市の強みとなって

います。また、図書館・博物館・美術館、それぞれの施設において、学校との連携による

様々なプログラムを行っており、子どもたちが地域の文化活動や、自然・歴史への理解を

深め、郷土への意識と愛着を深める環境が整っています。 

【本市の特色をいかした取組事例】 

 
金目中学校区地域教育力ネット
ワーク協議会の道路愛護活動 

 
八幡公民館 

一泊防災体験（放水訓練） 

 
博物館主催事業 

昔の方法で火を起こそう 



第１章 概要 

▉ 4 

 
平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

３ まちづくりの基本姿勢 
 学校は災害時の避難所機能を担うなど、学校と地域は密接に繋がっており、地域の拠点

にもなっていることから、学校の規模や配置を検討する上では、地域づくりやまちづくり

の観点が必要です。 

 総合計画は、市民が幸せに暮らすまちを目指し、次に掲げる視点を基本姿勢として、ま

ちづくりを展開しています。適正規模・適正配置の検討に当たっては、総合計画に明記さ

れたまちづくりの基本姿勢の考え方を適用します。 

① 人口構造や社会の変化に対応したまちづくり 

② 効率的・効果的な行政運営によるまちづくり 

③ 愛着を持てるまちづくり 

④ 市民等との協働によるまちづくり 

⑤ 行政間の連携によるまちづくり 

出典：「平塚市総合計画～ひらつか VISION～」から 

 

４ 基本方針の位置付け 
 本市の目指す教育の姿を定めた教育大綱や奏プランと、安心・安全でより良い教育環境

を確保するため、施設の長寿命化、維持管理及び更新等の方向性を定めた「平塚市学校施

設の個別施設計画」を連動させながら、教育施策を推進しています。 

 基本方針は、本市の計画等との整合を図ります。 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

第２章 市立小学校及び中学校を取り巻く現状と課題 

１ 学校規模 

（１）児童・生徒数の推移と将来推計 

 本市の児童・生徒数は、1983 年の 35,169 人をピーク（児童数は 1982 年、生徒数は

1986 年）に、減少に転じており、2025 年 4 月 1 日現在では、17,229 人となっており、

ピーク時の半数以下に減少しています。また、本市が独自で将来の児童・生徒数を推計し

た結果では、2040 年には約１万 3 千人、2070 年には約１万人となるなど、ピーク時の

約３割以下まで減少する見込みです。 

 児童・生徒数の減少が続いていく一方、特別支援学級＊数は増加傾向にあり、特別支援学

級＊数の増加は、必要となる教室数を確保するだけでなく、児童・生徒の多様性に対応でき

る専門的な知識と技術を備えた教職員の配置が必要です。 

 

【平塚市立学校の児童・生徒数、学級数の推移（1970 年～2070 年）】 

小学校 

 

中学校 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

【平塚市立学校の児童・生徒数、学級数の推移（2025 年～2031 年）】 

小学校 

 

中学校 

 

※中学校では、2026 年度から段階的に 35 人学級が始まる予定 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

（２）学校規模の現状と今後の見込み 

 本市における通常級の学級数は、減少しています。2031 年度には小学校 28 校中 12

校、中学校 15 校中 7 校（五領ヶ台分校を除きます。）が 11 学級以下となることが想定

されるなど、今後、学校の小規模化が進行する見込みです。 

 一方、特別支援教育への理解・認識の高まりや、制度改正、通級による指導を受ける児

童・生徒数の増加などにより、特別支援学級＊数はこの 10 年間で２倍以上の増加となり、

障がいの種別も多様化しています。 

 なお、１学級当たりの児童・生徒数は、国における公立義務教育諸学校の学級編制及び

教職員定数の標準に関する法律の一部改正により、小学校では 2025 年度から、全学年に

おいて 35 人学級となりました。また、中学校では、2026 年度から段階的に 35 人学級

が始まります。 

 

【平塚市立学校の学級数の推移（2025 年～2031 年）】 

小学校 

 

中学校 

 

※中学校では、2026 年度から段階的に 35 人学級が始まる予定 

  

10校

13校

3校

2校

12校
13校

2校

1校

0校

2校

4校

6校

8校

10校

12校

14校

６～11

学級

12～18

学級

19～24

学級

25～30

学級

2025年度時点 2031年度推計

0校

8校

7校

2校

5校

8校

0校

2校

4校

6校

8校

10校

３～５

学級

６～11

学級

12～18

学級

2025年度時点 2031年度推計



第２章 市立小学校及び中学校を取り巻く現状と課題 

▉ 8 

 
平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

（３）学校規模によるメリット・デメリット 

 学校規模の違いは、学習、生活面等に様々なメリット・デメリットがあります。 

 小規模化した学校では、児童・生徒に対して、きめ細かな指導が行いやすい一方、教職

員数が少なく、教職員の専門性が維持しにくく、学校施設や設備を維持する費用割合が大

きくなります。 

 大規模化した学校では、小学校の専科教員による指導など、多様な学習・指導形態をと

りやすい一方、学校行事での児童・生徒一人一人の活躍の場や異学年交流の機会が減少す

ることが懸念されます。 

 次に掲げるメリット・デメリットは、文部科学省が作成したもので、学校規模に応じて、

状況は異なりますが、一般的な傾向として示します。 

 

【学習面の主なメリット】 

小規模化 大規模化 

・児童・生徒の一人ひとりに目がとどき
やすく、きめ細かな指導が行いやすい。 

・集団の中で、多様な考え方に触れ、認め合い、協力
し合い、切磋琢磨することを通じて、一人ひとりの
資質や能力をさらに伸ばしやすい。 

・学校行事や部活動等において、児童・生
徒一人ひとりの個別の活動機会を設定
しやすい。 

・運動会などの学校行事や音楽活動等の集団教育活
動に活気が生じやすい。 

・中学校の各教科の免許を持つ教員を配置しやすい。 
・児童・生徒数、教員数がある程度多いため、グルー

プ学習や習熟度別学習、小学校の専科教員による
指導など、多様な学習・指導形態をとりやすい。 

 ・様々な種類の部活動等の設置が可能となり、選択の
幅が広がりやすい。 

【生活面の主なメリット】 

・児童・生徒相互の人間関係が深まりや
すい。 

・異学年間の縦の交流が生まれやすい。 

・クラス替えがしやすいことなどから、豊かな人間関
係の構築や多様な集団の形成が図られやすい。 

・切磋琢磨すること等を通じて、社会性や協調性、た
くましさ等を育みやすい。 

・児童・生徒一人ひとりに目がとどきや
すく、きめ細かな指導が行いやすい。 

・学校全体での組織的な指導体制を組みやすい。 

【学校運営面の主なメリット】 

・全教職員間の意思疎通が図りやすく、
相互の連携が密になりやすい。 

・学校が一体となって活動しやすい。 

・教職員数がある程度多いため、経験、教科、特性な
どの面でバランスのとれた教職員配置を行いやす
い。 

・学年別や教科別の教職員同士で、学習指導や生徒指
導等についての相談・研究・協力・切磋琢磨等が行
いやすい。 

・校務分掌を組織的に行いやすい。 
・出張、研修等に参加しやすい。 

・施設・設備の利用時間等の調整が行い
やすい。 

・子ども一人当たりにかかる経費が小さくなりやす
い。 
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【学習面の主なデメリット】 

小規模化 大規模化 

・集団の中で、多様な考え方に触れる機会や学びあい
の機会、切磋琢磨する機会が少なくなりやすい。 

・１学年１学級の場合、ともに努力してよりよい集団
を目指す、学級間の相互啓発がなされにくい。 

・全教職員による各児童・生徒一人ひと
りの把握が難しくなりやすい。 

・運動会などの学校行事や音楽活動等の集団教育活
動に制約が生じやすい。 

・中学校の各教科の免許を持つ教員を配置しにくい。 
・児童・生徒数、教職員数が少ないため、グループ学

習や習熟度別学習、小学校の専科教員による指導な
ど、多様な学習・指導形態をとりにくい。 

・学校行事や部活動等において、児童・
生徒一人ひとりの個別の活動機会を
設定しにくい。 

・部活動等の設置が限定され、選択の幅が狭まりやす
い。 

 

【生活面の主なデメリット】 

・クラス替えが困難なことなどから、人間関係や相互
の評価等が固定化しやすい。 

・切磋琢磨する機会等が少なくなりやすい。 
・集団内の男女比に極端な偏りが生じやすくなる可

能性がある。 

・学年内・異学年間の交流が不十分にな
りやすい。 

・組織的な体制が組みにくく、指導方法等に制約が生
じやすい。 

・全教職員による各児童・生徒一人ひと
りの把握が難しくなりやすい。 

【学校運営面の主なデメリット】 

・教職員数が少ないため、経験、教科、特性などの面
でバランスのとれた配置を行いにくい。 

・学年別や教科別の教職員同士で、学習指導や生徒指
導等についての相談・研究・協力・切磋琢磨等が行
いにくい。 

・教職員一人に複数の校務分掌が集中しやすい。 
・教職員の出張、研修等の調整が難しくなりやすい。 

・教職員相互の連絡調整が図りづらい。 

・子ども一人当たりにかかる経費が大きくなりやす
い。 

・特別教室や体育館等の施設・設備の利
用の面から、学校活動に一定の制約が
生じる場合がある。 

出典：文部科学省 中等教育審議会 初等中等教育分科会     

第８回小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業部会 

配布資料３から 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

２ 学校施設 

（１）学校施設の設置状況と老朽化 

 本市では、小学校 28 校、中学校 15 校（五領ヶ台分校を除きます。）を設置していま

す。学校施設の多くは、1970 年代から 1980 年代にかけて、児童・生徒数の増加にあわ

せて集中的に整備されています。2026 年３月時点では、施設の 80.3％が築後 40 年を経

過し、91.0％が築後 30 年を経過していることから、老朽化した施設が集中して更新時期

を迎えることになります。 

 なお、学校施設のうち 66.1％が旧耐震基準で整備されていますが、耐震補強工事は終

了しています。 

  

 

【学校施設の築年数の割合（2026 年３月時点）】 

 
 

（２）学校施設の改修と費用 

 学校施設の更新時期が同一期間に集中することから多額の更新費用が必要となります。 

 2020 年度以降の５年間で、学校施設の修繕・改修に要した費用は約 62 億円（2020 年

度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、大規模改修工事が未実施）となって

おり、今後も老朽化が進むことで、必要となる費用がさらに増える可能性があります。 

 また、2022 年４月に移転整備事業が完了した相模小学校は、総額で約 57 億円（計画・

設計費、工事費のほか土地取得費等を含む）の費用がかかっており、校舎の建替にも多額

の費用を要します。 

 

  

築10年未満, 2.8% 築10年～19年, 4.5%

築20年～29年, 1.7%

築30年～39年, 10.7%

築40年～49年, 

38.8%

築50年～59年, 

27.5%

築60年以上, 

14.0%

学校施設とは… 

本市が設置する小学校 28 校、中学校 15

校において、校舎等として日常的に利用

されている 100 ㎡以上の主な建物を対象

とする。 

※金目小・中学校五領ヶ台分校、ひばり幼

稚園は除く。 
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【修繕・改修等に係る費用】 

小学校 

 

中学校 

 

※建築・機械設備・電気・土木等に係る施設修繕料、外壁・屋上防水工事等の工事請負費を計算 

※2020 年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、大規模改修工事が未実施 

 

【建替（新築）に係る費用】 

 2022 年４月に移転事業が完了した相模小学校 

の新築工事に係る費用を参考に掲載します。 

 なお、次の項目を踏まえる必要があります。 

◆規模や工事内容、土地取得の有無により要する 

費用が異なること 

◆物価・人件費が高騰していること 

 

 

1.9億円

5.7億円

8.3億円
7.4億円

14.2億円

0億円

3億円

6億円

9億円

12億円

15億円

2020

年度

2021

年度

2022

年度

2023

年度

2024

年度

0.7億円

4.2億円

5.5億円
5.8億円

8.7億円

0億円

3億円

6億円

9億円

2020

年度

2021

年度

2022

年度

2023

年度

2024

年度

その他

（初度調弁費等）

1.1%

土地取得

費

34.4%

工事費

60.8%

計画・設計費

3.7%

土木

3.9%

プール

9.4%

校舎

86.7%

工事費：約 35 億円の内訳 

総額：約 57 億円 

【完成した相模小学校】 
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３ 通学時間・距離 

（１）通学の状況 

 地図上で通学区域の境から学校までの距離を計測すると、最長で２キロメートル以上の

小学校が３校、中学校が８校となります。また、徒歩での通学を原則としていますが、一

部の学校ではバス通学を実施、中学校９校では自転車登校を承認しています。 

学校までの距離（最長） 小学校 中学校 

２km 以上 ３校 ８校 

１km 以上 2km 未満 17 校 ７校 

１km 未満 ８校 ０校 

 保護者アンケート 問 11「お子様の通学時間（片道）」において、30 分未満と回答し

た割合は、小学校が約 98％、中学校が約 89％となっています。 

 

【保護者アンケート 問 11「お子様の通学時間（片道）は？」】 

 

（２）通学路の安全確保 

 通学環境の安全確保は重要な課題であることから、本市では安心・安全な通学路の確保

に向けて、平塚市通学路交通安全プログラムを策定しており、危険箇所について庁内の関

係部局をはじめ、県の土木事務所や警察と合同点検を実施し、対策を講じるなど様々な取

組を行っています。 

 

 

 

 

 

  

66.8%

30.7%

2.4%

0.2%

45.9%

42.6%

10.6%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

15分未満

15分以上30分未満

30分以上45分未満

45分以上
小学校比率 中学校比率

 継続的に通学路における安全を確保するため、警察や道路管理者等の関係機関の協力を

得て、定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組の推進を図ることを目的に、

本市が平成 27 年３月に策定したプログラムのこと。 

＜地域及び学校等との連携による見守り活動の様子＞ 

平塚市通学路交通安全プログラム 
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４ 子どもを取り巻く社会環境 
 近年は、先行き不透明・予測困難な VUCA＊時代の到来と言われ、学校を取り巻く環境

は大きく変わってきています。本市においても、子どもの抱える困難さや教育的ニーズが

多様化・複雑化しており、一人一人に寄り添い、教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向

けた教育機会の確保が求められています。また、家庭に目を向けると核家族化や共働き世

帯の増加、地域における担い手不足やコミュニティ意識の希薄化のほか、気候変動＊によ

る災害の激甚化・頻発化など、子どもを取り巻く社会環境は、大きく変化しています。 

 このように、学校を含め、子どもを取り巻く社会環境には様々な課題があり、学校運営

においても地域の力なくして対応が困難なことから、学校・家庭・地域がより一層連携・

協力して、本市の特色を最大限にいかし、取組を進めていく必要があります。そのために

は、学校・家庭・地域などの様々な主体が、ともに連携して新しいアイディアを生み出し

やすい共創環境を創出することも重要です。 

 

【子どもを取り巻く学校・家庭・地域の環境】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不登校、外国につながりのある 

児童・生徒＊の増加 

デジタル化、脱炭素化 

など 

核家族化、共働き 

ひとり親家庭 

ヤングケアラー＊ 

など 

人口減少 

少子高齢化 

担い手不足 

など 

学校 

家庭 地域 

子ども 

連携・協力 
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第３章 適正規模・適正配置の考え方 

１ 基本方針 
 学校の適正規模・適正配置の検討は、児童・生徒が安心・安全で快適に過ごすことがで

きる教育環境の充実の観点を中心に据え、望ましい学級数の目安や望ましい配置・通学の

目安を勘案して行うべきものです。 

 学校は、地域住民にとって愛着・愛情があり、地域のコミュニティの核として、防災・

保育・地域の交流の場等の機能を併せ持つことからも、それぞれ地域の実情を踏まえるこ

とが必要です。また、児童・生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、

切磋琢磨することを通して、思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性

や規範意識を身に付ける場所であることが重要です。 

 そうした教育を推進するためには、活動に応じて少人数から大人数まで、様々な規模の

グループを作り、多様な教育活動を展開する必要があることから、一定の児童・生徒数が

確保されており、教職員についても、経験年数、専門性等についてバランスの取れた配置

が望ましいと考えます。 

 以上のことから、適正規模・適正配置の検討に必要となる３つの視点を導き出しました。

この３つの視点を十分に踏まえて、検討を進めます。 

 児童・生徒数の減少や学校施設の老朽化等の課題のほか、子どもたちを取り巻く社会環

境が大きく変化する中においても、子どもたちが笑顔で学校生活を送ることができる教育

環境の充実により、未来の礎を築く学校づくりを推進します。未来の礎を築く学校づくり

の実現が、「子どもたちの心に『ひらつか』という故郷をつくり、地域社会をけん引し、

貢献できる人づくり」につながります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

児童・生徒最優先 
の視点 

地域との関わり 
の視点 

学校施設の最適化 
の視点 

未来の礎を築く学校づくり 

「子どもたちの心に『ひらつか』という故郷をつくり、 
地域社会をけん引し、貢献できる人づくり」につながります 
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児童・生徒最優先の視点 
 

 

 

 現在だけではなく、10 年後、20 年後に平塚に生まれ育つ未来の児童・生徒の立場に立

って、新しい時代の学びを実現していくために、ソフト・ハードの両面からより良い教育

環境をつくることを最優先に考えます。 

 

ア 安心・安全な環境の実現 
 将来にわたり児童・生徒が毎日充実した学校生活が送ることができるよう、安心・安全

な教育環境の充実を目指します。学校における事故・事件を未然に防ぐためには、施設の

日常的な修繕、環境改善や長寿命化のための改修を進めるとともに、教職員の安全管理意

識の向上が求められています。また、安心・安全な通学の確保に向けては、通学路の安全

点検や地域との連携による見守り活動の促進など、子どもたちへの安全教育等の取組を総

合的に実施するとともに、様々な通学手段について研究します。 

イ 子ども中心の学びの環境整備 
 学校は、児童・生徒が多様な考えに触れ、互いを認め合う大切なコミュニケーションの

場として、様々な力を育む環境であることが求められています。学校規模が小規模又は大

規模に偏ると、学習・生活・学校運営に様々な制限が生じる可能性があることから、適正

な規模を確保するとともに、児童・生徒の教育機会を均等に確保するためにも、可能な限

り学校規模を平準化することが望ましいと考えます。一方で、学校規模を小規模・大規模

のまま維持する場合には、それぞれのメリットを最大限にいかし、デメリットを解消又は

緩和する方策を検討します。 

ウ インクルーシブ教育＊の推進 
 特別支援学級＊に在籍する児童・生徒数や外国につながりのある児童・生徒＊数が増加し

ているほか、子どもの抱える困難さや教育的ニーズが多様化・複雑化しています。一人一

人が大切にされている居心地の良い集団作りに努め、全ての子どもたちに寄り添うインク

ルーシブ教育＊を推進します。 

エ 教職員のウェルビーイング＊の向上 
 様々な教育課題に対応し、教科指導や児童・生徒指導等、教職員としての本来の職務

を着実に遂行していくためには、一人一人が持っている力を高めるとともに、児童・生

徒に接する時間を十分確保し、効果的な教育活動を持続的に行うことができるよう支援

します。 
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地域との関わりの視点 

 

 

 

 学校は地域コミュニティの核であり、学校運営は地域の力なくして対応が困難なことか

ら、学校・家庭・地域との連携・協力を推進して、本市の特色を最大限にいかします。 

 

ア 学校運営への地域の参画 
 学校運営にあたっては、地域全体で子どもたちの学びを支え、地域と学校が連携・協働

して目指す「学校を核とした地域づくり」と、コミュニティ・スクール＊（学校運営協議会
＊制度）で目指す「地域とともにある学校づくり」を両輪として、学校・家庭・地域との協

議を十分に重ね、地域の意見も取り入れながら丁寧に進めます。 

 

【地域学校協働活動の概念図】 

 
 地域学校協働活動とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機
関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学
校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う
様々な活動です。 
 

出典：文部科学省ホームページから 
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【コミュニティ・スクール＊（学校運営協議会＊制度）の仕組み】 

 
 コミュニティ・スクール＊（学校運営協議会＊制度）は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の
運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みで、
本市は全校がコミュニティ・スクール＊となるよう設置を進めています。 

出典：文部科学省ホームページから 

 

イ 地区公民館との連携 
 本市では、ほとんどの小学校区に公民館が設置されており、公民館は学校と地域をつな

ぐ役割も担っています。学校教育と社会教育が連携し、様々な支援やつながりにより、地

域のみんなで子どもを育てる地域風土があります。子どもたちが、多様化していく社会に

適応していけるよう、学校教育と社会教育の連携をさらに強化・充実します。 

 

【学校と地域をつなぐ公民館（多様な学習推進事業）】 

 

八幡公民館・大野公民館 
美味しくて健康 村井弦斎の 

明治のレシピを食べてみよう！ 
「食道楽弦斎食育釣りかるた」 

 

金目公民館 
コスモスまつり 

 

吉沢公民館 
ペットボトルロケットを飛ばそう 



第３章 適正規模・適正配置の考え方 

▉ 18 
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ウ 地域防災拠点機能の充実 
 学校は、地域の避難所としての機能も担っています。海・山・川に囲まれた本市の豊か

な自然環境は、市民の憩いの場である一方で、ひとたび大規模な災害が発生すると脅威と

なる恐れもあることから、学校の有する地域防災拠点施設としての機能の充実を図ります。 

 

エ ウェルビーイング＊の循環 
 子どもたちのウェルビーイング＊が学校から家庭へ、地域へ、そして社会に広がり、将来

にわたって循環していくことを目指します。 

 

【子どもたちのウェルビーイング＊が社会へ広がり、循環するイメージ】 

 

出典：文部科学省「ミラメク -未来の羅針盤 文部科学省-2023 年夏号」から 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

学校施設の最適化の視点 

 

 

 

 今後、学校施設を含め、公共施設の老朽化等に伴う修繕、更新が集中することが見込ま

れていることから、「平塚市公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」といいます。）」

や「平塚市学校施設の個別施設計画」との整合を図りつつ、望ましい学習環境の確保と老

朽化への対応を両立します。 

 

ア 学校施設の延床面積の縮減と質的向上 
 総合管理計画では、基本理念として持続可能性を重視した公共施設の最適化を掲げてお

り、本市の人口推移、財政状況や将来の公共施設の更新費用等を勘案すると、公共施設を

現在の規模で保有し続けることは非常に厳しいことから、「量」の見直しが必要なことが

分かっています。このことから、時代に合った持続可能な公共施設として、延床面積の総

量縮減や質的向上等を目指しています。 

 本市の学校施設は、公共施設の総延床面積の約 43％を占めています。持続可能な学校

施設を目指すため、効率的な施設活用を検討します。 

 

【公共施設の基本方針】 

 

基本 
理念 

 基本施策  取組方針 

      

持
続
可
能
性
を
重
視
し
た
公
共
施
設
の
最
適
化 

 

１ 効率的な施設活用 

 １ 施設の質的向上 
    

  ２ 新たな施設建設の抑制 
    

  ３ 床面積の総量縮減 
    

  ４ 将来を見据えた公共施設の集約 
     

 

２ コストの見直し 
 ５ ランニングコストの削減 

    

  ６ 整備手法と再編手法の検討 
     

 

３ 建物の長寿命化 
 ７ 予防保全の導入 

    

  ８ 対象建物と目標耐用年数の設定 
     

 

４ 安心・安全の確保 
 ９ 施設保全体制の強化 

    

  10 公共施設の耐震化 
 

出典：平塚市公共施設等総合管理計画から 
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【公共施設の施設分類内訳】 

小分類 具体施設 
小分類 

施設数 
延床面積（㎡） 棟数 

学校施設 小学校、中学校 44 327,566.63 496 

上記以外（その他教育施設、社会

教育施設、文化・教育施設、次世

代育成、環境衛生、市営住宅、消

防等施設等） 

上記以外（子ども教育相談センター、地

区公民館、図書館、総合公園管理事務所、

保育園、聖苑、市営住宅、消防署等） 

352 436,800.32 834 

合計 396 764,366.95 1,330 

出典：平塚市公共施設等総合管理計画から抜粋 

 

イ 安全衛生と快適性の向上 
 学校施設は、児童・生徒が安心・安全に過ごすことができる環境であることが大前提で

あり、その上でトイレの洋式化、空調の整備、バリアフリー化のほか、気候変動＊に伴う自

然災害・異常気象への対応など、衛生環境が保たれ、快適に学校生活を送ることができる

よう、さらに環境整備を進めます。 

 

【学校施設の環境改善】 

 

一般トイレ 
（小便器手すり・大きめ便房） 

 

バリアフリートイレ 

（手すり・温水洗浄便座） 

 

バリアフリー化 
（外部スロープの設置） 

 

バリアフリー化 

（エレベーターの設置） 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

ウ 新しい時代の学びと連携の実現 
 児童・生徒の可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図る

「令和の日本型学校教育」の実現や、今後求められる新たな教育課題に対応する必要があ

ります。このことから、本市の教育の特色をいかして、様々な主体と連携・協力しつつ、

様々な授業形態、学校活動や教育的ニーズに的確かつ柔軟に対応できる共創環境の整備を

目指します。 

 

【授業におけるＩＣＴ＊の活用】 

 

グループ活動における 
タブレット端末の活用 

 

授業におけるデジタル教科書や 
大型モニターの活用 

 

【様々な授業形態・学校活動に柔軟に対応できる環境整備】 

 

開放的な全面ガラスの可動間仕切りで 
柔軟なレイアウトが可能な普通教室 

 

気軽に本を読み、他者と交流しやすい 
大階段と図書コーナー 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

２ 具体的な取組の検討 
 基本方針や３つの視点（「児童・生徒最優先の視点」「地域との関わりの視点」「学校

施設の最適化の視点」）を踏まえ、地域の実情に応じたきめ細かな分析に基づき、適正規

模・適正配置に近づけるための具体的な取組案を慎重に検討します。 

 ただし、地理条件等の特別な事情がある場合には、その学校の良い点を最大限にいかす

方策や課題の解消に向けた解決策について、地域特性を考慮して検討していくことも重要

です。 

 具体的な取組の実施を検討する上では、次に定義する検討対象校や優先検討校に該当す

るかどうかを検証します。 

（１）検討対象校 

 将来の児童・生徒数及び学級数を推計し、望ましい学級数の目安を下回る学校又は上回

る学校や、施設等の老朽化が進んでいる学校は、適正規模・適正配置に近づけるための取

組を実施するかどうか検討する対象校（以下「検討対象校」といいます。）とします。 

 

 

 

 市立小学校・中学校の１校当たりの望ましい学級数の目安は、国が定める標準学級数
＊を参考に、次のとおりとします。 

校種 １校当たりの望ましい学級数の目安 

小学校 12 学級～18 学級（１学年当たり２学級～３学級程度） 

中学校 12 学級～18 学級（１学年当たり４学級～６学級程度） 

 ただし、次の項目に留意します。 

  ◆ 保護者・教職員・市民アンケートの結果を踏まえること 
  ◆ 国の動向や学校・地域ごとの実情を踏まえて弾力的に運用すること 
  ◆ 特別支援学級＊が増加していること 
  ◆ 児童・生徒の人間関係を鑑み、クラス替えができた方がよいこと 
  ◆ より深い授業展開や授業実践には、専門的な教職員配置が必要なこと 
  ◆ １クラスの児童・生徒数により教職員の負担が異なること 

 

 

（２）優先検討校 

 望ましい学級数の目安を特に下回る学校又は上回る学校や、施設等の老朽化が著しい学

校は、適正規模・適正配置に向けた取組の実施を優先して検討する対象校（以下「優先検

討校」といいます。）とします。  

望ましい学級数の目安 
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平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 

（３）望ましい配置・通学の目安と具体的な取組の検討 

 優先検討校においては、望ましい配置・通学の目安を参考に、様々な状況を総合的に勘

案して、適正規模・適正配置に向けた具体的な取組を検討します。 

 

 

 学校は、子どもの学びの場であるとともに、地域コミュニティの核として多様な機能

を併せ持ち、市域にバランスよく配置されている必要があることから、まずは中学校の

学区を目安として検討した上で、近隣の中学校の学区を含めるか検証します。 

【中学校の学区を目安とした検討例】 

Ａ中学校学区 学区内で検討する具体的な取組事例等 

Ａ中学校 

 

Ｂ小学校 

 

Ｃ小学校 

 

Ｄ公共施設 

 

■通学区域の見直し 

 B 小学校⇔C 小学校（児童数、通学距離・時間を勘案） 

■学校選択制 

 Ａ中学校学区内において B 小学校・C 小学校のどちらも選択可 

■学校施設の新設、増改築、減築、統合等 
（新 設）Ａ中学校・Ｂ小学校・Ｃ小学校いずれかの学校の敷地 

又は新たに土地を取得して新設 
（増改築）いずれかの学校の校舎を増改築 
（減 築）いずれかの学校の校舎を減築 
（統 合）小学校同士、小学校と中学校等、様々なパターンで統合 

■他の公共施設との複合化・共用化 

 新設・統合等にあたり、Ｄ公共施設を複合化・共用化 

■小中連携教育 

 Ｂ小学校・Ｃ小学校からＡ中学校への円滑な教育課程の編成等 
 

 

 

 

 市立学校における望ましい通学距離・時間の目安は、国が定める通学距離の範囲＊を

参考に、次のとおりとします。 

校種 望ましい通学距離・時間 

小学校 おおむね４km 以内又は 60 分以内 

中学校 おおむね６km 以内又は 90 分以内 

 ただし、次の項目に留意します。 

  ◆ 保護者・教職員・市民アンケートの結果を踏まえること 
  ◆ 児童・生徒の発達段階で体力や移動速度に違いがあること 
  ◆ 国の動向や学校・地域ごとの実情を踏まえて弾力的に運用すること 
  ◆ 通学は、平塚市が目指す安心・安全な学校の根幹であり、関係機関と連携して取組

を進めること 
  ◆ スクールバスや自転車通学等、徒歩以外の通学手段を研究すること 
  ◆ 地域の活動・歴史・伝統・文化を踏まえること 

望ましい配置の目安 

望ましい通学の目安 
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【適正規模・適正配置の検討イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

① 将来の児童・生徒数及び学級数を推計します。 

 

 

② 推計結果が望ましい学級数の目安を 

下回る学校又は上回る学校や、施設等の老朽化が進んでいる学校 

 

 

 

 

 

③ 推計結果が望ましい学級数の目安を 

特に下回る学校又は上回る学校や、施設等の老朽化が著しい学校 

 

 

 

 

 

④ 優先検討校において、望ましい配置・通学の目安を参考に、 

様々な状況を総合的に勘案して、望ましい配置と具体的な取組を検討します。 

 

 

 

 

 

  

（１）検討対象校 

（２）優先検討校 

児童・生徒最優先 

地域との関わり 学校施設の最適化 

「子どもたちの心に「ひらつか」という故郷をつくり、 
地域社会をけん引し、貢献できる人づくり」につながります 

未来の礎を築く学校づくり 
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第４章 基本方針策定後の検討 
 

 2026 年度以降は、新たな検討委員会の設置を検討するほか、様々な主体からの意見を

踏まえて、検討対象校、優先検討校、具体的な取組等を明記した計画の策定を目指します。 

 学校の適正規模・適正配置の推進に当たっては、国の今後の動向を注視するとともに、

児童・生徒数の推移や学校施設の老朽化、デジタル技術のさらなる活用など、様々な環境

変化に対応する必要があります。 

 また、それぞれ地域の実情を踏まえるため、説明会・意見交換会やアンケート等の様々

な機会を設け、学校や家庭、地域とともに、学校運営上の課題について議論しながら、地

域における合意形成を図るなど、丁寧かつ慎重に検討します。 

 なお、基本方針や計画については、国の施策や社会情勢、児童・生徒数の推計等に大幅

な変化が生じたときには、改めて検討を行い、必要に応じて見直しを図ります。 

 

 


